
 

令和 4 年 11 月 30 日 

保護者 様 

袋井市教育委員会すこやか子ども課長 

 

園児が感染症にり患した際の対応について 

 

 日ごろから、当市の教育・保育行政に御理解・御協力いただき誠にありがとう

ございます。 

医療現場の負担軽減と園での感染症拡大防止の両立を図るため、次のとおり

御対応くださいますようお願いいたします。 

 

１ 適用日  令和 4 年 12 月 1 日 

 

２ 変更点 

 登園の際、医師が記入した意見書が必要 

   次の感染症にり患した園児が登園を再開する際は、医師が発行する意見書

が必要です。（従来どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

登園の際、保護者が記入した登園届が必要 

   次の感染症にり患した園児が登園を再開する際は、医療機関を受診した後、

「登園のめやす」をもとに保護者の方が登園届を記入します。登園する際は

登園届を園に提出してください。登園届の提出がない場合、登園のめやすを

満たしていない場合は、園でお子さんをお預かりすることができません。 

 

 

 

 

 

 

医師が意見書を発行 

今までは医師の意見書が必要であったが、 

今後は保護者様が登園届を記入 



３ 感染症にり患した園児が受診した際の対応 

  袋井市内の医療機関に医師の「意見書」及び「登園届」を送付しております。

① 医療機関を受診し、診断を受ける。 

 ② 医療機関で医師の「意見書」または「登園届」を受け取る。 

   ※登園届は保護者様が記入します。 

 ③ 回復後、園に医師の「意見書」または「登園届」を提出する。 

 ④ 意見書や登園届に基づき、在籍園の園長が登園の許可を判断します。 

   ※「登園のめやす」をご覧いただき、回復しているか確認をお願いします。 

 

４ その他 

・ 医師の「意見書」及び「登園届」は、医療機関で発行を受けることができ

ますが、袋井市 HP からもダウンロードすることが可能です。 

・ インフルエンザに関しては、対応に変更はありません。 

   （医療機関でインフルエンザり患証明書を発行します。） 

 

意見書（医師記入） 登園届（保護者記入） 

袋井市教育委員会 

すこやか子ども課 

℡ :0538-86-5511 


